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一 

一 

 



 

「
同
（
第
二
案
）
」
「
国
民
年
金
の
財
政
見
通
し
（
第
一
案
・
第
二
案
）
」
と
題
す
る
資
料
が
提
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
関
連 

 
 

 

し
て
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

三 

各
財
政
見
通
し
の
年
度
末
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
「
十
一
年
度
価
格
」
に
な
っ
て
い
る
が
、 

一 

各
財
政
見
通
し
の
年
度
区
分
に
つ
い
て
は
、
西
暦
二
〇
〇
〇
年
か
ら
一
〇
年
間
隔
（
一
部
五
年
間
隔
）
と
な
っ
て
い
る 

 

が
、 

二 

各
財
政
見
通
し
の
支
出
合
計
に
つ
い
て 

去
る
十
二
月
十
日
、
民
主
党
年
金
制
度
改
革
小
委
員
会
に
お
い
て
厚
生
省
か
ら
「
厚
生
年
金
の
財
政
見
通
し
（
第
一
案
）
」 

（
二
） 

前
（
一
）
の
区
分
毎
に
、
受
給
者
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
一
） 

そ
の
内
訳
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
年
度
別
に
、
基
礎
年
金
拠
出
金
、
老
齢
厚
生
年
金
（
老
齢
相
当
、

通
老
相
当
）
、
障
害
厚
生
年
金
、
遺
族
厚
生
年
金
、
福
祉
施
設
費
に
区
分
し
て
金
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
二
） 

以
上
に
つ
い
て
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
今
後
作
成
の
見
通
し
は
ど
う
か
。 

（
一
） 

間
隔
を
空
け
ず
に
推
計
し
た
資
料
は
存
在
す
る
か
。
ま
た
、
そ
の
提
出
は
で
き
る
か
。 
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三 

 



 

 

四 

（
一
） 

こ
の
数
値
の
み
十
一
年
度
価
格
に
な
っ
て
い
る
理
由
は
何
か
。 

（
二
） 

他
の
数
値
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
推
計
し
た
場
合
は
、
各
数
値
は
ど
う
な
る
の
か
。 

四 

現
在
の
積
立
金
に
つ
い
て 

（
一
） 

直
近
に
お
け
る
積
立
金
の
総
額
は
、
厚
生
年
金
お
よ
び
国
民
年
金
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。 

（
二
） 

前
（
一
）
の
積
立
金
の
運
用
内
訳
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
運
用
先
毎
の
金
額
、
利
回
り
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


